
議案第９８号 

 

補助金支出の追認について 

 

 次のとおり，一般財団法人そうじゃ地食べ公社に対する補助金の支出につい

て，民法（明治２９年法律第８９号）第１１６条の規定により追認を求める。 

 

記 

 

１ 補助金名称 そうじゃのお米支援補助金 

２ 交付申請者 総社市地頭片山１７番地の１ 

一般財団法人そうじゃ地食べ公社 

代表理事 片岡 聡一 

３ 交付決定者 総社市長 片岡 聡一 

４ 補助金支出の年度，金額及び支出日 

年度 金額 支出日 

令和３年度 ５，２２２，０００円 令和４年１月２７日 

令和３年度 １，６８７，０００円 令和４年１月２７日 

令和３年度 ４，９７６，０００円 令和４年２月１０日 

令和３年度 ３，３３４，０００円 令和４年３月１７日 

令和３年度 ４，３３８，０００円 令和４年４月１４日 

令和４年度 １５，５０８，０００円 令和４年５月２６日 

令和４年度 ７４，０００円 令和４年１２月１５日 

令和４年度 １０，８３５，０００円 令和４年１２月１５日 

令和４年度 ９１６，４４０円 令和５年４月２０日 

 

  令和７年１２月１９日提出 

 

                   総社市長 片 岡 聡 一 

 

 提案理由 

   一般財団法人そうじゃ地食べ公社代表理事片岡聡一から提出のあった 

交付申請に対して，総社市長片岡聡一が交付決定をした補助金の支出に 

ついて，民法第１１６条の規定により追認を求めるため，地方自治法   

第９６条第１項第１５号の規定に基づき，市議会の議決を得ようとする 

ものである。 


